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平 成 ３ ０ 年 第 ６ 回 江 東 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 会 議 録  １ 開会年月日  平成３０年１１月１６日（金）午前１０時００分  ２ 閉会年月日  平成３０年１１月１６日（金）午前１１時０４分  ３ 開 会 場 所       江東区役所  ４ 出 席 委 員       岩佐哲男（教育長）、眞貝裕利子（教育長職務代理者）、橋本俊雄、          進藤孝、松江恒治  ５ 出 席 職 員       武越教育委員会事務局次長、          寺内教育委員会事務局参事 教育センター所長事務取扱、          岩井庶務課長、谷川学校施設課長（整備担当課長兼務）、油井学務課長、          伊藤指導室長（教育センター連絡調整担当課長兼務）、          堀越学校支援課長、池田放課後支援課長、          上原江東図書館長（深川図書館長兼務）  ６ 議事案件 議案第３２号  江東区立高原学園条例の一部を改正する条例 議案第３３号  江東区児童会館条例を廃止する条例  ７ 報告事項 （１）平成３１年度生江東区奨学資金貸付運用方針について （２）数矢小学校の増築について （３）第二亀戸小学校の増築について （４）平成３１年度区立幼稚園園児募集の応募状況及び募集後の対応について （５）平成２９年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について （６）江東区児童会館条例施行規則を廃止する規則について （７）平成３０年度江東きっずクラブ保護者アンケート実施結果について （８）平成３０年度江東区放課後児童の支援等に関する意向調査の報告について  ８ 協議事項 （１）通学区域の変更について  ９ 審議概要 岩 佐 教 育 長  おはようございます。ただいまより平成３０年第６回江東区教育委員会臨時会を開会いたします。  本日の会議録署名委員をご指名いたします。橋本委員、進藤委員にお願いいたします。 
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 それでは、審議に入ります。  日程第１ 議案第３２号 江東区立高原学園条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について事務局より説明願います。  事務局次長。  武越事務局次長  議案第３２号 江東区立高原学園条例の一部を改正する条例。  上記の議案を提出する。平成３０年１１月１６日。提出者、江東区教育委員会。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、本案を提出いたします。  岩 佐 教 育 長  学務課長。  油 井 学 務 課 長  それでは、江東区立富士見高原学園の廃止についてご説明いたします。資料１をごらんください。  富士見高原学園については施設の老朽化が著しく、中長期的な利用を想定すると大規模改修工事などが必要になるため、高原学園のあり方について検討を重ねた結果、平成２９年５月の長計推進委員会において、今後は利便性の向上が期待できる民間宿泊施設を活用し、富士見高原学園は平成３０年度末をもって廃園する方針がなされました。  富士見高原学園は区立中学校の移動教室や夏季施設において、中学生が学園に宿泊しながら、登山、ハイキング等、高地ならでは自然活動や、歴史、文化施設の見学など地域特性を生かした活動を実施してまいりました。  開園は昭和４５年で今から５０年近くなるため、たびたび建物や設備の修繕等を要する事案が発生しており、その都度利用者のサービスが低下する事態を招いておりました。今後も継続して学園を利用するには大規模改修工事などが必要であり、このたび民間の宿泊施設を活用することとし、学園を廃止するものとしたものです。  ３の利用状況は記載のとおりとなってございます。  ４、次に今後の予定ですが、第４回区議会定例会に本日の議案を江東区立高原学園条例の一部を改正する条例を提出することとし、平成３１年３月３１日をもって廃止とさせていただきたいと思います。  恐れ入ります。裏面の新旧対照表をごらんください。こちらが今ご説明をした条例の新旧対照表です。高原学園の設置について定める第２条の規定から、富士見高原学園の名称及び位置を削除するものです。３月３１日に廃止するため、附則において執行日は平成３１年４月１日と規定いたしました。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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 岩 佐 教 育 長  それでは本案について質疑を願います。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  お諮りいたします。日程第１について、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ご異議ありませんので、これを決定いたします。  続いて、日程第２は報告事項６と関連する議案ですので、一括して説明を受けた後、審議いたしたいと存じます。  それでは、日程第２ 議案第３３号 江東区児童会館条例を廃止する条例及び報告事項６ 江東区児童会館条例施行規則を廃止する規則についてを一括して説明願います。  事務局次長。  武越事務局次長  議案第３３号 江東区児童会館条例を廃止する条例。上記の議案を提出する。平成３０年１１月１６日。提出者、江東区教育委員会。  地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、本案を提出いたします。  岩 佐 教 育 長  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  それでは、議案第３３号と報告事項６について一括してご説明いたします。  まず、議案第３３号 江東区児童会館条例を廃止する条例。恐れ入りますが、資料２、江東区児童会館の廃止についてをごらんください。  まず、経緯でございますが、児童会館は、昭和５７年２月、東京都より本区に移管され開館いたしましたが、約２０年後の平成１４年４月、建物内の劇場とプラネタリウムが老朽化のため休止して以来、施設全体としても老朽化が進み、平成２７年３月には長期計画において、児童会館敷地の有効活用を図るため、高齢者や児童向け施設などを併設する新たな複合施設の整備を検討することから位置づけられました。  その後平成２９年１２月以降、この位置づけについて町会や自治会などに説明しつつ、本教育委員会においては、平成３０年２月、そして、翌月の平成３０年３月、文教委員会において、本件児童会館条例について、平成３０年第４回区議会定例会において、児童会館の廃止に伴う条例の廃止について、あらかじめご報告させていただいたところでございます。  次に廃止となる児童会館の概要です。  開設年度は平成５６年。場所は住吉１丁目９番８号。そして、敷地面積は４０４８.２平方メートル。延床面積は５３８５.５平方メートルで
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ございます。  最後に、今後の予定です。第４回区議会定例会において、廃止条例の議案を提出し、平成３１年３月３１日をもって閉館いたします。  続きまして、報告事項６ 江東区児童会館条例施行規則を廃止する規則についてでございます。資料８をお願いいたします。  児童会館におきましては、施行規則に応じて開館時間や休館日なども規定してございますので、条例の廃止に伴い規則もあわせて廃止するものでございます。  私からの説明は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  本案について質疑願います。よろしいですか。  松江委員。  松 江 委 員  １点、伺っておきたいと思います。３月３１日に閉館をするわけですけれども、閉館の後、解体工事があるかと思いますけれども、その間の建物の管理についてはどのように考えているのでしょうか。  岩 佐 教 育 長  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  廃館後の４月１日以降、解体工事を開始いたしますが、まずは敷地を囲いまして、敷地内に一般の方が利用できないように確保いたします。その後、まず解体をして、建物を建築することになりますが、その間におきましては、区、それから施行業者とともに安全管理、それから周囲への配慮についてはしっかり進めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  よろしいですか。  松 江 委 員  はい。  岩 佐 教 育 長  眞貝委員。  眞 貝 委 員  プラネタリウムの利用は有料となっているんですよね。料金的にはどうなっているのでしょうか。  岩 佐 教 育 長  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  プラネタリウムの利用料金でございますが、現在、休止しているのはご案内のとおりでございますが、規定上といたしましては、観覧料は個人の場合ですと、小中学生が５０円、大人が１００円でございます。 
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 以上でございます。  眞 貝 委 員  もう一つよろしいですか。  岩 佐 教 育 長  はい、眞貝委員。  眞 貝 委 員  現在老朽化で休止しているということですけれども、３月３１日までこの状態のままで、このまま終わらせるんでしょうか。  岩 佐 教 育 長  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  現在休止したまま廃止させていただくということでご理解いただきたいと存じます。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  お諮りいたします。日程第２について、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ご異議ありませんので、これを決定するとともに、本報告を終了いたします。  これより、報告事項に入ります。  報告事項１ 平成３１年度生江東区奨学資金貸付運用方針についてを事務局より説明願います。  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  では、資料３をごらんください。平成３１年度江東区奨学資金貸付運用方針についてご説明申し上げます。  去る１０月１９日に第１回江東区奨学資金貸付審査会を開催し、３１年度における運用方針が決定しましたのでご報告をさせていただきます。おおむね例年同様となっておりますが、簡単にご説明いたします。  １、予約採用基準でございます。（１）区内に居住する中学校３年生で高等学校等への進学を来年度希望する者。（２）学習成績がおおよそ平均点以上であること。それから（３）になりますが、本人の属する世帯の所得金額が生活保護法による基準額の１５割以下ということで所得制限を設けてございます。ただし、（２）、（３）につきましては、定額に満たない場合は緩和することとなってございます。  ２、採用予定人員です。７０名を募集人員としてございます。  ３、申請につきまして、（１）区立中学校在学生については、希望者
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に学校を通じて申請をするということで、今週のはじめに各中学校３年生全員に向けて申込書の発送をしたところでございます。（２）その他の中学校に在学している希望者は直接教育委員会への申請となってございます。１１月２１日号の「こうとう区報」により本件についてご案内をさせていただきます。（３）、（４）につきましては、記載のとおりとなってございます。  ４、貸付予約者の決定です。申し込みを締めました後、審査に入りまして、要件を満たす者について、来年２月上旬に予定しております第２回の貸付審査会において決定をする予定でございます。  恐れ入ります。裏面のほうへお進みください。  ５、貸付についてでございます。貸し付けの額については（２）になりますが、国公立においては月額８,０００円、年額で９万６,０００円。私立につきましては、月額２万８,０００円、年額３３万６,０００円。入学準備金としまして、国公立の場合は５万円、私立におきましては１０万円という内容になってございます。  次に、項番の６番目、これまでの決定状況を参考に掲載してございます。最近の傾向としましては、年々減少傾向であるということでございます。  説明は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  本件について質疑願います。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項２ 数矢小学校の増築についてを説明願います。  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  それでは、数矢小学校の増築についてご説明いたします。資料４をごらんください。  はじめに、１、背景ですが、数矢小学校では、当該通学区域における児童の増加が著しく、現在は２０学級ですが、平成３４年度に利用可能教室の２４教室を上回るため、校庭に増築棟を建設し、収容対策を図る必要が生じてございます。  なお、数矢小学校は長期計画後期で平成３１年度より大規模改修を実施予定であり、平成３３年度からの工事期間中は児童及び教職員につきましては、一時的に仮校舎への移転をお願いする予定ですので、大規模改修と並行して校舎の増築を実施する方法で検討してございます。  次に、２、校舎の増築について（案）でございますが、資料に記載の配置図のとおり、学校敷地の東側に３階建ての増築棟を建設し、既存校舎と廊下でつなげます。その結果、校庭面積は現在の２,０３０平米か
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ら１,２７５平米へと大幅に減少し、児童１人当たりの校庭面積は区内小学校でワースト１となる見込みとなってございます。そこで校庭の不足の解消を図るため、今回建設する増築棟の屋上にプレイコートを整備するほか、北側隣接地に高速道路下公園がございますので、こちらの一部を活用した児童の活用場所についても現在交渉を検討しているところでございます。  最後に３、今後のスケジュールですが、３４年度夏ごろの校舎の供用開始に向けまして、３１年度に区民向けの計画説明会を開催するほか、３３年度の着工前には工事説明会等を実施するなど、地域住民の皆様に対しまして丁寧に説明していきたいと考えてございます。  また、先ほど説明しました高速道路下の公園敷地の活用につきましては、現在、管理者である首都高速道路株式会社と協議を進めているさなかでございます。内容がまとまり次第、改めてご報告をしたいと思っております。  この内容で報告をする予定でございましたが、昨日、区長のほうから校庭の狭さがワースト１になってしまうことから、できれば隣地が借りられるかどうかとか、その辺ももう一回吟味しろという指示が入りましたので、資料にありますとおり、案になっていますので、まだ確定ではないということでご承知おきいただきたいと思います。検討した結果、またこの形になるやもしれませんが、現在、もう少し注意深く対応しろということですので、ご報告いたします。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  本件について質疑願います。  松江委員。  松 江 委 員  案ということで詳細設計はこれからということになるかと思いますけれども、既存の校舎と増築棟のつなぎの外部廊下について、ひさし、屋根等についてはどのように現在のところ考えているのか伺っておきたいと思います。  岩 佐 教 育 長  学校施設課長。  谷川学校施設課長  今、検討しておりますのは、増築棟の２階と既存校舎の２階を内部廊下でつなぐ予定で今考えております。１階の部分に関しては外部という形になるという予定で考えています。  以上です。  岩 佐 教 育 長  よろしいでしょうか。  
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松 江 委 員  はい。  岩 佐 教 育 長  ほかにはよろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項３ 第二亀戸小学校の増築についてを説明願います。  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  では、第二亀戸小学校の増築についてご説明します。資料５をごらんください。  第二亀戸小学校の収容対策につきましては、９月の教育委員会で検討状況を報告したところですが、その後、開発事業者である野村不動産との協議がまとまりました。また、他の公共施設と複合施設を検討した結果、増築校舎と子ども家庭支援センターを合築する方向で検討しておりますので、あわせてご報告いたします。  まず、１、経緯でございますが、以前にご説明しましたとおり、亀戸６丁目の旧サンストリート亀戸跡地では、世帯用住居８００戸規模の住宅開発が予定されており、下の表にありますように、平成３４年度以降、推計クラス数が利用可能教室を上回る見込みとなってございます。そこで、本区では江東区マンション等の建設に関する指導要綱第１２条２項の規定に基づき、開発事業者である野村不動産に対して公共施設の整備等を要請してまいりました。  次に、２、増築棟の敷地確保についてですが、本区と開発事業者との協議の結果、第二亀戸小学校の増築校舎を建設するに当たって、旧サンストリート亀戸跡地の一部割譲を受けることで合意をしたところでございます。敷地の場所は（１）位置図にありますとおり、黄色で塗られているところで、赤字で増築校舎建設用地と記載している箇所でございまして、敷地面積は約１,８３０平米、現在の土地所有者は野村不動産株式会社となってございます。（４）取得に係る費用につきましては、マンション等の建設に関する指導要綱に求められた公共施設整備協力金を減額する方向で考えており、本区の支出負担はございません。  続いて、資料の裏面へお進みください。  ３、子ども家庭支援センターとの合築でございますが、旧サンストリート跡地での開発など子育て世帯が増加する見込みでございます。子育て環境の充実を図る必要がより一層強まってまいりまして、現在、亀戸地区に子ども家庭支援センターがなく、こども未来部が設置を検討していたことから、今回整備する増築等々の合築という方向で話が進みまして、区の財政負担を抑えた効率的かつ効果的な施設整備を行う予定でございます。  下の増築棟配置図（案）をごらんください。色が塗られている部分が
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今回増築する校舎でございますが、開発事業者から譲渡を受ける敷地の南側に６階建てで建設する予定です。増築棟は１階に子ども家庭支援センターを設置し、２階から６階を小学校部分とするほか、増築棟北側に第二グラウンドを整備する予定となっています。増築計画の詳細につきましては、今後の教育委員会で改めてご報告する予定でございます。  最後に、４、今後のスケジュールでございますが、９月の教育委員会では開発事業者との敷地譲渡に関する覚え書きを１１月に締結する予定と説明したところ、事業者による開発計画の確定など、事務手続の都合上、年内を目途に締結する予定で話が進んでございます。その後は、３１年度に地域での説明会を開催し、計画を開始。３２年度に工事説明会等を開催し、着工していく考えでございます。その後、約２年間の工事を経て、平成３４年４月に増築棟の供用を開始したいと考えてございます。  説明は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  本件について質疑願います。  眞貝委員。  眞 貝 委 員  亀戸に子ども家庭支援センターができるというのは、ほんとうに昔から要望しているところで、非常にありがたいなと思って聞いておりました。香取幼稚園が廃園になるときも、その後で家庭支援センターを希望したこともありました。この各子ども家庭支援センターを見学したことがありますけれども、規模としてはどの程度になるんでしょうか。そしてまた、この建物の何階を家庭支援センターとして考えているんでしょうか。  岩 佐 教 育 長  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  具体にはこれから詰めることになりますが、増築棟の１階部分につきまして、管理ラインというのを分けて供用する予定となってございます。以上です。  岩 佐 教 育 長  ほかにはよろしいですか。  橋本委員。  橋 本 委 員  ６メートルの道路が境になっているんですけれども、もし区道とかであれば、廃道して敷地になっちゃうなんていうことはあり得ないんでしょうか。  岩 佐 教 育 長  学校施設課長。 



 10

 谷川学校施設課長  道路に関しましては区道になってございまして、道路課とも協議はしましたけれども、なかなか廃道するのは難しいということもあり、増築棟を建てる期間だとか収容対策のことを考えますと、それよりはブリッジでつなぐことのほうが時間的な部分もいけるじゃないかということで現在このように状況で進めております。  岩 佐 教 育 長  眞貝委員。  眞 貝 委 員  数矢小学校は校庭がかなり狭くなるということですが、運動会とかの支障はどうなんでしょうか。  岩 佐 教 育 長  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  数矢小学校については、現在の校舎になる前にも非常に狭い校庭でありました。当時運動会については深川公園のグラウンドをお借りして、実施しておりました。土木部のほうにも確認したところ、ピンポイントの使用であれば借出し可能ということを確認してございます。  以上です。  岩 佐 教 育 長  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項４ 平成３１年度区立幼稚園園児募集の応募状況及び募集後の対応についてを説明願います。  学務課長。  油 井 学 務 課 長  それでは、平成３１年度区立幼稚園園児募集の応募状況及び募集後の対応についてご説明いたします。資料６をごらんください。  平成３１年度の区立幼稚園園児募集の応募状況及び募集後の対応ですけれども、申し込みは平成３０年１０月２２日から２４日の３日間で各幼稚園で行われました。お申し込み最終日となる１０月２４日現在の申込者数は６３７名で、昨年の申込者数７１７名に比べ８０名に減となっております。  なお、今回、応募者数が募集人員を上回った園がないため、抽選は実施いたしませんでした。また、１１月１４日より各幼稚園において追加の募集を行っているところです。  私からの説明は以上です。  岩 佐 教 育 長  本件について、質疑願います。 
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 進藤委員。  進 藤 委 員  現状を見ますと、ほんとうに幼稚園の現状が厳しいということなんですが、どんどん減っていくと思うので、以前お話があったこども園化について、どんな進捗状況なのか、その辺をちょっとお知らせください。  岩 佐 教 育 長  学務課長。  油 井 学 務 課 長  幼稚園改革につきましては、廃園を４園ということで、そちらは町会、父母会、また、在園児の保護者に１２月末までにご説明をして、１月以降に区民全員にご報告するという形になっています。また、３歳児預かりに関しましては、今、区立幼稚園の教員でチームを組みまして、どのようにしたらよいかということを今検討しているところです。また、認定こども園化につきましては、今後区立でやるのか、私立でやるのかといった課題がありまして、そちらを今後検討していくといった状況となっております。  以上です。  進 藤 委 員  わかりました。  岩 佐 教 育 長  よろしいでしょうか。  進 藤 委 員  はい。  岩 佐 教 育 長  ほかにはよろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項５ 平成２９年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果についてを説明願います。  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  それでは、平成２９年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果についてご報告いたします。資料７をごらんください。  この調査は文部科学省が児童生徒の問題行動等について事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、毎年度、暴力行為、いじめ、不登校等の状況について調査を行っているものであります。本区におきましても、不登校やいじめへの取り組みの充実は喫緊の課題であり、特に不登校につきましては、本調査の結果を長期計画の取り組み指標とし、指導改善等に取り組んでおります。  本調査は各学年の前年度の問題行動等の状況について調査をしている
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ものであり、本日お示しいたします結果の前年度のデータとなっております。  また、調査項目は多岐にわたっておりますが、本日は不登校、暴力行為、いじめの状況について報告をさせていただきます。  まず、不登校の状況でございます。不登校の定義でございますが、昨年度１年間に３０日以上欠席した長期欠席児童生徒のうち、何らかの要因、背景により登校しない、あるいは登校したくてもできない状況にあることを不登校としており、病気等を理由とする長期欠席、児童生徒は除いています。年間３０日の欠席を基準としておりますので、ほとんど学校には来ているが、結果として３０日以上欠席をした児童生徒、また、ほとんど学校に来ることができていない児童生徒等、不登校児童生徒といっても状況はさまざまであります。  不登校児童数は、小学校は１４５人、昨年度は１１８人でしたので、２７人の増加となっております。一昨年は１０１人でしたので、ここ２年で４４人増加しております。出現率は０.６１％で昨年度は０.５１％でしたので、０.１ポイントの増加となっております。  なお、東京都の小学校の不登校の平均出現率は０.５６％であり、本区は都の平均とほぼ同じ状況となっております。中学校は２８０人で昨年度の３０７人より２７人の減となっております。出現率は３.５１％で昨年度の３.９％から０.３９ポイントの減となっております。  なお、東京都の中学校の不登校の平均出現率は３.７８％であり、本区は都の平均より０.２７ポイント低くなっております。  不登校者の学年別の傾向ですが、小学校１年生は１名、中学校３年生は１１７名で、学年が上がるにつれて増加している状況があります。  不登校の要因ですが、家庭に係る状況が最も多く、次いで、いじめを除く友人関係をめぐる問題となっています。要因については、複合的な場合も多く、不登校の児童生徒が抱えている問題の複雑化、困難化の傾向があると捉えております。要因については昨年度と同様でございます。  学校復帰率は、小学校が２３％、中学校が１６％となっており、昨年度と比べ、小中学校ともに減少しており、学校復帰が難しいということが数字としてあらわれています。  なお、東京都全体の学校復帰率は、小学校が２５.６％、中学校が２１.１％であり、江東区はそれより低い復帰率となっています。この調査結果には記載はありませんが、本区のブリッジスクールに在籍していた児童生徒の進学者も含めた年度当初学校復帰率は４８.０％となっております。  対応でございますが、不登校児童生徒がさらに増えてきている現状を受け、不登校総合対策の取り組みの一層の充実を進めてまいります。また、昨年度より、不登校担当者会を年間６回実施し、不登校の未然防止に力を入れております。さらに、不登校調査を毎月実施し、不登校傾向
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の児童生徒への早期対応、各学校の効果的な対応事例の共有にも取り組んでおります。また、ブリッジスクールや相談学級に在籍している児童生徒の自己肯定感や達成感を高められるよう、看護体験やセーリング体験などを実施するエンカレッジ体験活動の取り組みを含め、学習支援の充実等にも取り組んでおります。さらに教育センターの３階で不登校対策、教育相談に取り組んでおりますスクーリングサポートセンター――ＳＳＣと呼んでおりますが――積極的に不登校対策にかかわっていただき、学校訪問や不登校調査の分析、さらには毎月発行する教育センターだよりに、不登校対策にかかわる情報を掲載するなど取り組みの充実を図っております。  不登校の子どもたちへの多様な学びの場の提供について規定した義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会均等法が平成２８年末に交付され、２９年２月に施行となりました。付帯決議では不登校が問題行動ではないこと、不登校の児童生徒が学校を休むことの必要性等についても示されております。これらを踏まえた対応もさらに進めてまいります。  不登校については、学校復帰や不登校という状態に視点がいきがちですが、子どもたちが人間関係を構築する力、困難を乗り越える力を身につけることが重要であり、そのためには、学校は子どもたちが行きたい場所であることが重要です。各学校には、不登校対策で重要なのは学校が本来あるべき子どもたちが行きたくなる場所であることであり、そのための魅力ある学校づくりに努めるよう働きかけてまいります。  次に暴力行為の状況でございます。暴力行為とは、対教師、生徒間、対人への暴力、器物損壊の４形態の暴力行為を指しております。昨年度の暴力行為は、中学校が２９件、小学校が１２件となっており、中学校は２０件の減少、小学校は３件の増加となっております。  暴力行為の内訳としては、中学校は対教師が５件、生徒間が１２件、器物損壊が１２件です。小学校は対教師が３件、児童館が７件、器物損壊が２件となっております。中学校では生活指導的な問題、外部の生徒等のかかわり等に起因するものがありますが、特に小学校では発達に問題を抱えている児童が気持ちのコントロールができず、結果として、暴力行為になっているケースが多く、家庭との連携を図りながら特別支援的な対応の充実を図っております。  最後に、いじめの状況についてです。まず、いじめの定義ですが、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的に影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもので、起こった場所は学校の内外を問わないとなっております。この定義を確実に捉えると、その子のためを思って好意で行ったことも、受
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けた子どもが心理的に苦痛を感じてしまえばいじめということになります。  いじめの認知件数は小学校９０４件、中学校３７３件の計１,２７７件であり、昨年度より、小学校３５６件、中学校９５件の増加となっております。この現状につきましては、いじめはどの学校、そして誰にでも起こり得るということであり、小さないじめも見逃さず、いじめを認知することを躊躇しないよう繰り返し学校に呼びかけてきた結果であると捉えており、いじめの定義に基づく学校におけるいじめの認知の制度が上がってきたと捉えております。  なお、今回認知したいじめの解消率が９１.５％であり、若干下がっておりますが、これだけいじめの認知件数が増えていても解消率が高くなっていることは評価できると考えております。いじめの解消につきましては、国の方針の改定により、おおむね３カ月程度再発しないことと、継続的に見守っていくことが示されましたので、学校としては、これまで以上にいじめに対する個別の見守りに取り組んでいくことが大切であります。  いじめへの対応につきましては、学校ごとのいじめ防止基本方針に基づく全教職員の確実な対応の徹底をさらに図っていくこと、そして、学校いじめ問題対策委員会の確実な実施と組織的な対応の充実を進めてまいります。こちらには記載しておりませんが、今年は各学校でいじめに関する授業を年間３回、いじめに関する研修を年間３回実施することにしております。  また、本区におきましても１０月２６日に本区の江東区いじめ問題対策連絡協議会を、教育長をはじめ教育委員会事務局の部課長、学校、警察、人権擁護委員会、青少年委員会等、各関係機関の代表の方々に参加いただき、大島南央小学校において開催いたしました。いじめをテーマとした６年生の道徳の授業参観後、本区のいじめの状況や各学校での取り組みをお話しし、各機関の方々からもご意見をいただきました。いじめは未然防止と早期対応が重要ですが、学校が子供たち、保護者と日ごろからの信頼関係を構築していくことも大切です。また、子供たちにいじめについてしっかりと理解させ、道徳や特別活動における子供たちが主体となる取り組みの充実を図っていく必要があります。今後も本区におけるいじめに対する取り組みのさらなる充実を図ってまいります。  長くなりましたが、報告は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  本件について質疑願います。  松江委員。  松 江 委 員  暴力行為の状況について、何点か伺いたいと思います。  中学で対教師暴力が５件と今報告がありました。基本的に教師は反撃
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できない立場かと思うんですけれども、教師に対する暴力の起因というか原因というか、それはどういったところにあるのか伺いたいと思います。  もう一点は、器物損壊が１２件とありますけれども、どんな学校備品が壊されたりしたのか、そのことによる授業への影響はなかったのかどうか、それと、そうした行為に対する賠償等保護者の責任等について、伺いたいと思います。  岩 佐 教 育 長  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  まず、中学校における対教師暴力ということですが、こちらが５件という中で、実は４件が同一の生徒になります。ですので、同一の生徒と、あともう一つという案件になっております。  こちらについては、生徒間暴力をとめに入ったところ、教師に向かって胸ぐらをつかんだり、あるいは、行為について指導した際に、足を蹴ったというような行為が複数回あったということで、同一生徒で４件という形でご報告をさせていただいております。  また、器物損壊につきましては、教室やトイレのドアの破損、壁に穴をあけたというような内容になっております。こちらについては校内で修繕をしたということで聞いております。また、親の責任ということですが、学校の中で保護者と連絡をとりながら、適切な指導を進めているということになっております。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  よろしいでしょうか。  進藤委員。  進 藤 委 員  対応の中で、ブリッジスクールなんですけれども、復帰率のパーセンテージが非常に高いんですけど、今、当区ではどのような現状になっているかちょっと教えてください。  また、形として、どういう子供たちが、どんなシステムでこのブリッジスクールに通うのか、その辺のシステムを教えてください。  岩 佐 教 育 長  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  特に復帰率が高くなっているところにつきましては、丁寧な相談といった部分が一番大きいかと思っております。また、その相談の中で、子供たちの今後の相談も入りまして、進路についても相談対応するという結果がこの復帰率が高いものにつながっていると考えております。  また、システムということでございますけれども、まずはこどもの状
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況を学校でしっかりと受け取め、その上で保護者にブリッジスクールでどのような対応ができるかということを学校のほうから伝えていくという形になっております。その上で保護者とブリッジスクールで面談を行い、この後どのような指導の計画を進めていくかという相談を行いながら入級をしていくという形になっております。  岩 佐 教 育 長  よろしいでしょうか。ほかには。  眞貝委員。  眞 貝 委 員  暴力行為についてなんですけれども、警察が介入するような事例はあったんでしょうか。  岩 佐 教 育 長  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  先ほどの中学校のところで、教員に対して足を蹴るといったところについては警察のほうにも相談しているということでお聞きしております。  岩 佐 教 育 長  よろしいですか。ほかには。  橋本委員。  橋 本 委 員  いじめの状況で、かなり多くの件数が出ていて、軽微なものまでこうやっているからそれで解決も早いということでお聞きしているんですが、かなり重度のものもまだいっぱいあるんでしょうか。  岩 佐 教 育 長  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  本区におきましても、いじめ重大事態ということで報告をさせていただいた件もあります。一方で、軽度のところもここの数にはたくさん入っているということがありまして、それでトータルした件数が増えているという状況になっております。  私どもとしては、各学校とまずは子供たちの状況をしっかりとアンテナをめぐらせて、その状況を把握すること、それに適切な対応をすることを一番として考えているところでありますので、ここで１つ言えることは、子供たちの状況を学校がしっかりと認知するというところがかなり浸透してきたという結果で数が多くなっていると考えているところでございます。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  前に教育委員会で報告をした、いじめが原因で３０日以上の欠席になったその事例以外に、何か今、心配な事例はあるかどうか、それをちょ
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っと説明してください。  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  あとは、主に家庭での問題が影響し、学校に行きたくないという状況がある件があります。こういった件につきましては、学校、特にスクールソーシャルワーカーが間に入りまして、家庭の状況、また子供本人の状況を聞き取りながら進めている案件があるということでございます。  岩 佐 教 育 長  重大事態にならないようにできるだけ早いうちに、専門性のある人たちにもかかわっていただいて対応しているということですよね。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項７ 平成３０年度江東きっずクラブ保護者アンケート実施結果についてを説明願います。  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  それでは、報告事項７ 平成３０年度江東きっずクラブ保護者アンケート実施結果について、ご説明いたします。資料９をごらんください。  江東きっずクラブでは、毎年、登録児童の保護者に対して、クラブに関するアンケートの調査を実施しております。このたび調査結果がまとまりましたので、ご報告いたします。  なお、資料といたしまして、別紙にございますように詳細を記載した資料もございますが、本日は概要に基づいてご説明いたします。  まず対象者です。全４６きっずクラブのＡ登録、Ｂ登録児童の保護者全てを対象とし、今年８月２７日から９月１４日までの期間で調査を行いました。アンケートの回収と配布の状況ですが、１万３,２６８通配布して、７,６０１通、５７.３％の回収率でございます。  下の表をごらんください。１回あたりの利用回数ですが、Ａ登録では週１回が最も多いのに比べ、Ｂ登録では週５日、平日ほぼ毎日の利用が最多となっております。  利用終了時間ですが、Ａ登録では１７時までの利用が最も多いのに比べ、Ｂ登録では１８時までの利用が最も多くなっております。  Ａ登録の入会理由ですが、学校の中での活動が安心であることが最も多く、一方で、保護者の就労による入会も４割を超えてございます。  居心地につきましては、よいと評価いただいている割合が８割を超えております。なお、この設問をＢ登録のみとしているのは、就労家庭にとって居心地のよしあしにかかわらず児童を預ける必要があり、区といたしましても改めて意向を把握する必要性あると考えるためでございます。 
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 きっずクラブをどう思うかにつきましては、Ａ登録、Ｂ登録ともに楽しいと感じる方は８割を超えております。そして、その理由ですが、友達と遊べると答えた割合がともに７割を超えております。  一方で、楽しくないという理由でございますが、Ａ登録については、利用者の割合として週１回が多いということもございまして、日程によって友達が利用していないということを挙げる一方で、Ｂ登録では、その他が多く掲げられます。このその他でございますが、下の欄にございますが、自由に遊べないとの回答とも関連しますが、スペース上の課題により体を動かすにあたっての制約などの声が挙げられております。  指導員の対応ですが、Ａ登録、Ｂ登録ともに９割超える保護者から満足との評価をいただいております。  今後の要望ですが、Ａ登録、Ｂ登録ともにスポーツや体力向上につながるプログラム、そして、工作やレクリエーションなどのイベントの増加についてご要望いただいております。  表の下段の傾向につきましては、今ご説明させていただきました内容を総括したものでございますが、最後の自由意見をごらんください。夏休み期間中などの学校休業日の利用については、現在は８時３０分から施設を開設しておりますが、８時からの開設の要望が多くございました。また、Ａ登録、Ｂ登録につきましては、合同でのプログラムを用意しておりますが、Ｂ登録は専用室での育成となることもあり、交流を増やしてほしいとのご要望もいただいています。  以上、私からの概要説明にさせていただきますが、別紙としてアンケートの詳細を添付してございますので、後ほどご参照いただきたく存じます。私からは以上でございます。  岩 佐 教 育 長  本件について質疑願います。よろしいですか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項８ 平成３０年度江東区放課後児童の支援等に関する意向調査の報告についてを説明願います。  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  それでは、報告事項８ 平成３０年度江東区放課後児童の支援等に関する意向調査の報告でございます。資料１０をごらんください。  この報告につきましては、６月に開催いたしました本教育委員会におきまして、江東区版の放課後子どもプランの改訂を行っているということにあわせまして、児童や保護者の意向、実態を把握するために、アンケート方式による意向調査を実施するとご説明させていただいたところでございます。今般、この意向調査に関する結果を取りまとめましたので、その概要をご説明いたします。 
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 なお、この報告につきましても、先ほどの保護者アンケートと同様に別紙として詳細を記載してございますが、本日はこの概要に基づいて説明いたします。  まず、調査の目的ですが、放課後子どもプランの改訂に向けて、放課後に関するニーズなどを把握することを目的としております。  次に、調査対象ですが、深川・城東エリアそれぞれの北部、南部、そして臨海部を対象とした５つのエリアにおいて、近年増加傾向にございます、区として課題として捉えている保留児童が発生もしくは発生の可能性が高い５つの小学校を抽出し、その学校に在籍する全ての児童と保護者を対象としております。先ほどの保護者アンケートとは異なりまして、きっずクラブ等の利用者に限定したものではございません。  調査期間でございますが、今年７月２日から７月２７日まで、回収状況は、３,７４１通の配布に対し１,５４１通の回収、回収率４１ .１％となっております。  それでは、意向調査の概要についてご説明いたします。まず、保護者の就労状況ですが、同居する父親の自宅外就労の割合は９５ .７％、また、母親については６２ .９％となっております。また、土曜日に父母ともに就業している世帯は１４ .１％となっております。そして、今回の調査では、就業中の大人が勤務に際して何時に自宅を出発するか、そして何時に帰宅するかの設問を設けてございまして、８時２９分までは５６．７％の家庭で大人が留守になると。一方で、帰宅時間は１９時以降になる家庭が５０ .５％と、いずれも半数を超えてございます。  なお、設問ではもう少し細かい時間設定で調査を行っております。  次に、区における放課後の児童環境については、充実しているとの回答が５１.７％に対し、不十分であるとの回答は２６.３％。その理由といたしましては、スポーツを楽しめる場所が身近にないことや、きっずクラブや学童クラブの環境が悪いこと、これは主に施設規模が少ないことであったりとか、きっずクラブの活動場所が、学校とのシェアリングをしておりますので、一定ないといった部分もございますので、そういったようなことを挙げているところでございます。  次に、きっずクラブや学童クラブの認知度・認識状況ですが、きっずクラブはＡ、Ｂともに９割を超えている一方で、学童クラブは５８ .９％にとどまっております。また、きっずクラブＡの役割は、大人が見守る子供の遊び場として位置付けて区としては事業を行っておりますが、保護者の３３ .５％は、きっずクラブＢや学童クラブと同様に、放課後の子供の生活の場と認識しております。  次に、放課後の望ましい過ごす場所ですが、こちらは保護者だけでなく、低学年、高学年ともに児童にも聞いております。なお、記にあたりまして、児童がその内容を理解しがたいことも想定しておりますので、保護者からの助言もお願いしております。また、設問では過ごす場所に
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ついて、平日と土曜日、そして日曜祝日、さらに夏休みなど長期休暇中ということで聞いております。  まず、保護者と望ましいと考える場所ですが、自宅が最も多く、次に習い事の教室、公園の順で、いずれも６割から７割を占めております。なお、きっずクラブＢについては、おおむねその３分の１程度となっており、高学年におけるきっずクラブＢの希望は１０％となっております。この割合は平日のご希望でございますが、土曜、日曜、長期休業中、いずれも自宅が望ましいと考えていらっしゃる割合が最も多く、その次に公園、習い事の教室となってございまして、きっずクラブのご希望は長期休暇中におきまして、平日と比べて極めて低い傾向となっております。  次に、低学年児童の意向ですが、保護者と同様に自宅が最も多く、次いで公園です。そして、その次はきっずクラブとなっており、低学年児童での認識は非常に高くなっております。  一方で、高学年児童でございますが、こちらも保護者や低学年児童と同様に自宅が最も多く、次いで公園となっております。ただ、その次が習い事となっておりまして、高学年の認識としては保護者と同様の傾向となっております。一方で、きっずクラブについては、高学年児童のニーズとしては低くなっております。  次に、放課後の望ましい過ごし方です。まず、保護者としては、自由遊びや学習、スポーツを挙げ、いずれも８割を占めております。なお、この回答は平日の調査で、他の曜日もほぼ同様ですが、日曜祝日については、学習よりものんびりしてほしいとの回答が多く挙がっております。次に、児童ですが、低学年、高学年ともに保護者と同様、自由遊びを望む一方で、テレビを見たりのんびりしたりということを望んでおり、保護者の考え方と若干異なってございます。  最後に、自由意見でございますが、こちらは別紙資料の２３ページをごらんください。  まず、きっずクラブについては、放課後の望ましい過ごし方のアンケートの意見が多く、体を動かしたり運動したりとのご要望がございます。また、４つ目のポツにつきましては、保護者の就労状況の中の実態でもご説明いたしましたが、８時２９分までには半数以上の家庭で仕事に向かい自宅が留守になることもありますので、１日育成時間を８時間にしてほしいとのご要望がございます。  次に、学童クラブについては、きっずクラブとの利用者の平準化を図ることや、高学年受け入れのご要望をいただいております。  また、児童館につきましては、放課後の安全・安心な過ごし場所として必要であること。そして、遊び場所としましては自由に体を動かせる場所の確保。そのほか安全管理に関するご要望もございます。  また、その他の意見でございますが、何らかの障害がある子供の放課後の居場所についてのご要望もございました。 
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 以上をもって、本日、概要を中心に説明させていただきましたが、後ほど改めて別紙として添付してございます意向調査をごらんいただくようお願いいたします。区といたしましては、このような意見を踏まえながら現在改訂を進めております放課後子どもプランをまとめてまいりたいと存じます。  長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  松江委員。  松 江 委 員  今の資料１０について、２番の江東区の現在の放課後の児童環境についての（２）不十分とした理由がありますけれども、「きっずクラブや学童クラブを利用しているが環境が悪い」となっております。ちょっと看過できないですね。具体的にどんなところなのか、またそれについてどのような改善策を考えているのか伺いたいと思います。  岩 佐 教 育 長  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  環境が悪いというご意見でございますが、大きく２つございます。  まず１点目としては、児童の数に対する活動場所の面積が狭いこともございまして、なかなか体を自由に動かすことができない、もしくは動かす機会が少ないというところでの環境に対するご要望がございます。  それからもう一点、こちらはきっずクラブとしてご意見が多いところでございますが、学校と協力いただきながら施設をシェアリングしてございます。そのため活動場所が、学校のスケジュール、行事との兼ね合いで、場合によっては活動場所が異なったりとか、それから一定程度のほかの利用の関係との調整で一部利用できなかったりということがございまして、そのようなところで改善を求められるというところでございます。これらの対応といたしましては、児童の推計も踏まえた上で、学校施設を新しくこれから整備する場合は、その機会を捉えて、一定程度の面積を確保できるように関係部署と調整を図っていきたいと思ってございます。  また、学校との施設のシェアリングですけれども、放課後支援課として学校と協力させていただきながら、引き続き場所の確保に努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  松江委員。  松 江 委 員  改善については、区教委の裁量で改善できるということなので、しっかり努力をしてほしいと思います。それを要望しておきます。 
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 岩 佐 教 育 長  引き続き努力をするということでよろしくお願いします。  池田放課後支援課長  委員おっしゃるとおり、保護者の方も子供の過ごしやすい環境ということに非常に関心を持ってございますので、引き続き我々といたしましても耳を傾けながらこの事業を進めていきたいと考えてございます。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  眞貝委員。  眞 貝 委 員  この間の区報に私立の共同自主学童クラブ３施設のことが出ていたんですけれども、これは料金設定とかそういうものが個々に違うんでしょうか。それと、区からの補助金を受けているとなっていますけれども、補助金としてはどの程度補助しているのかお聞きしたいと思います。  岩 佐 教 育 長  放課後支援課長。  池田放課後支援課長  現在の料金設定でございますが、３つの私立の共同学童クラブ、それぞれ金額が違いますが、毎月１万５,０００円程度いただいております。  それと、区からの補助金でございますが、今年度は約４,０００万円程度補助してございます。  以上でございます。  岩 佐 教 育 長  よろしいですか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  これより協議事項に入ります。協議事項１ 通学区域の変更についてを議題といたします。本案は、区議会及び関係諸機関の審議状況との関係がございますので、秘密会といたしたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ただいま、全員一致の賛成を得ましたので、江東区教育委員会会議規則第１２条第１項の規定により、本審議を秘密会といたします。  それでは、本案について事務局より説明願います。  学務課長。  油 井 学 務 課 長  それでは、通学区域の変更についてご説明いたします。資料１１をごらんください。  対象となる学校は、臨海小学校と越中島小学校となります。恐れ入りますが、資料の３ページの地図をごらんください。深川地区の地図をお
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示ししております。赤い線が小学校の通学区域、青い線が中学校の通学区域をあらわしております。今回、通学区域を変更させていただくマンションは、越中島二丁目及び三丁目に建設中のプラウドシティ越中島で、平成３１年３月竣工の予定です。  恐れ入ります、資料の１ページにお戻りください。２の変更内容をごらんください。プラウドシティ越中島は、越中島二丁目１番３２号に２２３戸からなる西棟及び区道越中島３三丁目２番７号に８３戸からなる東棟が建設されます。現在の通学区域規則では、越中島二丁目に位置する西棟は臨海小学校の通学区域になります。一方、越中島三丁目に位置する東棟は越中島小学校の通学区域となり、同一のマンションでありながら棟によって指定校が異なることになります。  このマンションは建築基準法第８６条第１項の一団地認定を受けております。これは、複数の敷地を１つの大きな土地とみなして、その土地の中に複数の建物の建設を認めるもので、認定を受けると、その土地に複数の建物を建設する場合でも１つの敷地に建築するものとみなして容積率制限などの建築規制が適用されることになります。また、マンション完成後には、西棟と東棟で１つの管理組合が結成されることとなっており、災害時における地域防災やコミュニティ形成という観点からも、２つの敷地の通学区域指定校が同一であることが望ましいため、越中島二丁目１番３２号について、通学区域を臨海小学校から越中島小学校に変更するものです。  越中島二丁目１番は、当該マンション以外は東京海洋大学の敷地や事業所となっております。  なお、この通学区域変更に伴い、越中島小学校の収容については問題なく対応が可能となっております。  恐れ入りますが、４の今後の予定をごらんください。今後につきましては、本日協議、ご審議いただいた後、１２月５日の文教委員会で協議を行い、１２月２１日の教育委員会において規則改正議案を提出する予定としたいと思っております。  通学区域の変更については、説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  岩 佐 教 育 長  本案について質疑願います。よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  お諮りいたします。本案について、承認することにご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ご異議ありませんので、これを承認いたします。  なお、本来秘密会の会議録につきましては、教育委員会会議規則で非開示とすることになっておりますが、区議会の審議終了後、本審議の会
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議録について、公開することといたしたいと存じます。  それでは、以上をもちまして、平成３０年第６回江東区教育委員会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。   


